
＜報告（３）＞ 

施設予約システム事業部会について 

 

今年度、あいち電子自治体推進協議会の特定団体向け事業として共同利用型施設予約

システムの基本設計を進めるにあたり、協議会会則第12条に基づき参加予定団体の52団

体で構成される施設予約システム事業部会を設置した。 

この事業部会では、別添設置要綱第２条の各号に掲げる事項を行う。 

 

１ 事業部会の開催状況 

（第１回施設予約システム事業部会）   

平成 16 年 4 月 12 日に東大手庁舎 409 会議室にて「第１回施設予約システム事業部

会」を開催した。部会長に豊橋市情報システム課長の村田課長を選任し、以下のアか

らエに掲げる事項について審議を行った。 

 

ア．契約方法及びスケジュール 

イ．仕様書（案） 

ウ．評価項目（案） 

エ．総合評価委員会の設置について 
 
業者選定については総合評価一般競争入札にて行うこととし、落札者の審査を実施

するための機関として有識者３名、自治体関係者４名から構成する総合評価委員会を

設置した。 
 
 
２ 契約までのスケジュール 

 
４月２３日   第１回総合評価委員会（仕様案及び落札者決定基準の審議） 
４月３０日   業者募集開始（協議会ホームページ） 
５月１３日   入札説明会 
40
日 

（～５月２１日 参加資格確認申請期間） 
（～５月２４日 提案にかかる質問受付期間） 
 

５月３１日   提案にかかる質問回答 
 
６月８日    入札 
（入札日翌日～６月中旬 評価委員による採点） 

 
６月下旬    第２回総合評価委員会（プレゼンの実施後、落札者の審議・決定） 
 
６月末     契約（会長決裁） 
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あいち電子自治体推進協議会 施設予約システム事業部会 

設置要綱 
 

平成１６年３月２５日 あいち電子自治体推進協議会会長制定 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、あいち電子自治体推進協議会（以下、「協議会」という。）会則第６条第４項の

規定に基づき、施設予約システム事業部会（以下「事業部会」という。）の設置に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第２条 事業部会は、各号に掲げる事項を行う。 

(1) 共同利用型施設予約システムの開発及び運営に関する事項 

(2) 部会事業計画及び部会収支予算の作成に関する事項 

(3) 部会事業報告及び部会収支決算の作成に関する事項 

(4) その他事業部会の運営に関する重要な事項 

 

（組織） 
第３条 事業部会は、事業への参加を表明した別表に掲げる会員の情報担当課長に相当する職にある

者をもって組織する。        
２ 部会長は、事業部会の中から会長がこれを選任する。 
 
（事業部会の開催） 
第４条 事業部会は、部会長が招集する。 
 
（庶務） 

第５条 事業部会の庶務は、協議会事務局（愛知県企画振興部情報企画課）において処理する。 

 
（補足） 

第６条 前各条に定めるもののほか、事業部会の運営に関し必要な事項は、事業部会において協議し定

める。 

 

附則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 
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別 表 
 
市 
豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 
碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 
江南市 小牧市 稲沢市 新城市 東海市 大府市 知立市 
尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市   
 
町村 
東郷町 長久手町 西枇杷島町 師勝町 春日町 清洲町 新川町 
大口町 扶桑町 七宝町 美和町 甚目寺町 大治町 蟹江町 
十四山村 弥富町 佐屋町 阿久比町 東浦町 武豊町 一色町 
吉良町 幡豆町 幸田町 額田町 三好町   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


